
 

京都市感染症発生動向調査事業業務委託仕様書 

 

１ 事業名 

令和８年度 京都市感染症発生動向調査事業業務委託 

 

２ 適用範囲 

  本仕様書は、本市が実施する当該事業に関して必要な事項を定めるととも

に、受注者が履行しなければならない事項を定める。 

 

３ 業務目的 

  本事業は、感染症の発生の予防及びそのまん延の防止のため、感染症の予防

及び感染症の患者に対する医療に関する法律（以下「感染症法」という。）に

基づき、感染症の発生動向を正確に把握・分析し、その結果を市民や医療関係

者等へ迅速かつ的確に提供・公開することを目的とする。 

 

４ 業務内容 

  上記３を達成するため、本市の指示の下、次の事業を実施するものとする。 

(1) 週報・月報に関する集計・加工及び作成作業 

ア 週報・月報作成作業 

（ｱ）作成作業について 

     本市が提供するデータ（CSV 形式及び Microsoft365 の Excel（以

下「Excel」という。）形式）を集計するとともに、指示する様式又

はグラフ等（下記 URL 参照）に加工し、京都市感染症発生動向調査

感染症週報（以下「週報」という。）及び京都市感染症月報（以下

「月報」という。）を作成する。 

   ＜週報＞https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000074152.html 

   ＜月報＞https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000068258.html 

    （ｲ）作成回数等について 

      ａ 週報  

        令和８年度 ５２回（週） 

      ｂ 月報 

        令和８年度 １２回 

イ 週報・月報の作成に資するデータ 

    週報・月報作成用のデータは、原則として感染症発生動向調査日程

表（別紙参照）に示す報告・還元日の午後に本市から電子メール等で提

供する。 



 

   ウ 納品方法及び納品期日 

     作成した週報・月報は、本市が指定するデータ形式（PDF、Excel、JPG、

GIF 等）に加工し、別途指示する方法で納品すること。 

     原則、納品はデータ提供日の翌営業日の午前中とする。 

 

(2) 「京都市結核・感染症発生動向調査委員会」資料の作成作業 

   ア 感染症部会資料（令和８年分） 

     ４(1)で作成した４月～１２月末までのデータ及び別途提供するデ

ータ（CSV 形式及び Excel 形式）を集計し、本市が指示する資料を作成

する。 

     資料は Excel対応のデータとし、別途指示する方法で納品すること。 

     原則、納品はデータ提供から２か月以内とする。 

   イ 結核部会資料（令和７年分） 

     本市が提供するデータ（Excel 形式）を集計し、本市が指示する資料

を作成する。 

     資料は Excel対応のデータとし、別途指示する方法で納品すること。 

     原則、納品はデータ提供から２か月以内とする。 

     

(3) 感染症発生動向調査事業に係る報告書の作成作業 

   ア 「京都市感染症発生動向調査事業実施報告書」の作成 

(ｱ) 報告書（令和７年分）作成作業 

      本市が提供するデータ（前年度に作成した「京都市結核・感染症発

生動向調査委員会 感染症部会資料（令和７年分）」）を基に、別途提

供するデータを追加し、本市が指示する報告書を作成する。 

     （参考）令和５年京都市感染症発生動向調査事業実施報告書 

https://www.city.kyoto.lg.jp/hokenfukushi/page/0000177062.html 

(ｲ) 納品方法及び納品期日 

      報告書は Excel データ及び PDF データ（項目ごと）に加工し、別途

指示する方法で納品すること。 

      原則、納品はデータの提供から１か月以内とする。 

   イ 「京都市の結核」の作成 

    (ｱ) 報告書（令和７年分）の作成 

      ４(2)イで作成した資料を基に、別途提供するデータを追加し、本

市が指示する報告書を作成する。 

    (ｲ) 納品方法及び納品期日 

      Excel データ及び PDF データに加工し、別途指示する方法で納品す



 

ること。 

      原則、納品はデータ提供から１か月以内とする。 

 

(4) その他の業務 

ア 作成するデータの変更 

     感染症法の改正により集計の対象となる感染症に変更があった場合

等、作成するデータについて(1)～(3)で示した内容を変更することが

ある。 

     その場合は、本市の指示に従うこと。 

イ データ等の管理 

     (1)～(3)及び関係データについては適切に保管し、本市の求めに応

じ、必要な情報を提供すること。 

    

※ 各業務は相互に関連しているため、(1)～(4)の業務を一括して委託する

ものとする。 

 

５ 実施体制 

本事業を実施するに当たり、業務を円滑に遂行できる事業推進体制とする

ため、以下の時間中については、必ず連絡の取れる体制を整備すること。 

※ 月曜日～金曜日 午前８時３０分から午後５時まで 

（ただし、祝日及び１月２日、３日及び１２月２９日～３１日を除く。） 

 

６ 委託期間 

令和８年４月１日から令和９年３月３１日 

 

７ 請求及び支払方法 

受注者は、４(1)の業務については、年額を１２等分にした金額（１０円未

満の端数が生じる場合は，初回分に加算）を月毎に請求するものとし、４(2)

及び(3)の業務については、これを行った月に上記金額と合わせて請求するこ

と。 

支払については、受注者からの適法な支払請求書を受理したときから３０

日以内に支払うものとする。 

 

８ その他留意事項 

(1) 業務の遂行について、担当部署の求めにより、随時報告をすること。 

(2) 受注者は、本業務の遂行上知り得た秘密を他に漏らしてはならない。 



 

(3) その他、本仕様書に記載されていないもの又は不測の事態への対応につ

いては、担当部署と協議のうえ決定すること。 

(4) 受注者は、当該事業の全部又は一部を第三者に委託し、又は請け負わせ

ることはできない。 

(5) 前年度に本業務を受注していない場合は、前年度の受注者から引継ぎを

受けること。また、次年度受注しない場合は、次年度の受注者に引継ぎを

行うこと。  

 

 

【参考】データ提供時期の目安（令和７年度） 

「京都市結核・感染症発生動向調査委員会」資料  

  ・感染症部会資料（令和７年分） R8.1 予定 

  ・結核部会資料（令和６年分） R7.7 

京都市感染症発生動向調査事業実施報告書（令和６年分） R7.12 

京都市の結核（令和６年分） R7.12 

 

 



令和５年４月１日改正 

 

電子計算機による事務処理等（入力等）の 

委託契約に係る共通仕様書 

 

（総則） 

第１条 この電子計算機による事務処理等（入力等）の委託契約に係る共通仕様書（以下「共

通仕様書」という。）は、電子計算機による事務処理等（入力等）の業務委託において、

情報セキュリティの確保など委託業務の適正な履行を確保するために共通して必要とな

る事項を定めるものである。 

２ 共通仕様書に定める内容と個別仕様書に定める内容との間に相違がある場合は、個別

仕様書に定める内容が優先する。 
 

（履行計画） 

第２条 受注者（複数の事業者で構成する連合体が委託業務を履行する場合にあっては、当

該連合体の全ての構成員をいう。以下「乙」という。）は、京都市（以下「甲」という。）

が委託業務の内容を変更した場合に、履行日程又は履行方法を変更するときは、あらかじ

め甲の承諾を得なければならない。乙の事情により、履行日程又は履行方法を変更すると

きも、同様とする。 

 

（秘密の保持） 

第３条 乙は、委託業務の履行により直接又は間接に知り得た個人情報及び秘密を第三者

に漏らしてはならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

 

（目的外使用の禁止） 

第４条 乙は、次に掲げるものを委託業務の履行以外の目的に使用してはならない。 

⑴ 契約目的物 

⑵ 甲が乙に支給する物品（以下「支給品」という。）及び貸与する物品（以下「貸与品」

という。） 

⑶ 委託業務の履行に関し作成された入出力帳票、フロッピーディスク、磁気テープ、磁

気ディスク、光磁気ディスク、光ディスク、半導体メモリその他の記録媒体に記録され

た情報（甲が提供した情報を含む。以下「データ」という。） 

 

（複写、複製及び第三者提供の禁止） 

第５条 乙は、契約目的物、支給品、貸与品及びデータについて、複写し、複製し、又は第

三者に提供してはならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

 

（作業責任者等の届出） 



第６条 乙は、委託業務に係る作業責任者及び作業従事者を定め、書面によりあらかじめ甲

に報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 

２ 作業責任者は、共通仕様書に定める事項を適切に実施するよう作業従事者を監督しな

ければならない。 

３ 作業従事者は、作業責任者の指示に従い、共通仕様書に定める事項を遵守しなければな

らない。 

４ 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者から共通仕様書に定める事項を遵守す

る旨の誓約書を徴し、甲から求めがあった場合は、これを甲に提出しなければならない。 

 

（教育の実施） 

第７条 乙は、全ての作業責任者及び全ての作業従事者に対して、情報セキュリティに対す

る意識の向上、共通仕様書において遵守すべき事項その他委託業務の適切な履行に必要な

事項について、教育及び研修を実施しなければならない。 

２ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を取り扱う全ての作業責任者及び全

ての作業従事者に対し、個人情報の保護に関する法律及び京都市個人情報保護条例の罰則

規定を周知するとともに、個人情報保護のための教育及び研修を実施しなければならない。 

３ 乙は、前２項の教育及び研修を実施するに当たり、実施計画を策定し、及び実施体制を

整備しなければならない。 

 

（派遣労働者等の利用時の措置） 

第８条 乙は、委託業務を派遣労働者、契約社員その他の正社員以外の労働者に行わせる場

合は、正社員以外の労働者に契約に基づく一切の義務を遵守させなければならない。 

２ 乙は、甲に対して、正社員以外の労働者の全ての行為及びその結果について責任を負う

ものとする。 

 

（再委託の禁止） 

第９条 乙は、委託業務の全部又は一部を第三者へ委託（以下「再委託」という。）しては

ならない。ただし、甲の書面による承諾を得た場合は、この限りでない。 

２ 乙は、再委託する場合は、再委託の内容、再委託の相手方、再委託の理由等を付して書

面によりあらかじめ甲に申請し、その承諾を得なければならない。 

３ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方にこの契約に基づく一切の義務を遵守させる

とともに、甲に対して、再委託の相手方の全ての行為及びその結果について責任を負うも

のとする。 

４ 乙は、再委託する場合は、再委託の相手方との契約において、再委託の相手方を監督す

るための手続及び方法について具体的に規定しなければならない。 

５ 乙は、再委託する場合は、再委託先における履行状況を管理するとともに、甲の求めに

応じて、その状況を甲に報告しなければならない。 

 



（データ等の適正な管理） 

第 10 条 乙は、個別仕様書その他の委託業務の履行に必要な書類（以下「ドキュメント」

という。）、プログラム及びデータの授受、処理、保管その他の管理に当たっては、内部に

おける責任体制を整備し、漏えい、滅失、き損、紛失、改ざん、盗難等を防止するなどそ

の適正な運営に努めなければならない。 

２ 乙は、委託業務の履行に当たって使用する電子計算機室、入力機器室、データ保管室そ

の他の作業場所（以下「電子計算機室等」という。）を定め、書面によりあらかじめ甲に

報告しなければならない。これを変更するときも、同様とする。 

３ 乙は、前項で定める乙の電子計算機室等について、外部からの侵入が容易でない場所に

配置するとともに、地震、水害、落雷、火災、漏水等の災害及び盗難等の人的災害に備え

て、必要な保安措置を講じなければならない。 

４ 乙は、第２項で定める乙の電子計算機室等について、次に掲げる入退室管理を行わなけ

ればならない。 

⑴ 電子計算機室等に入室できる者を、乙が許可した者のみとすること。 

⑵ 入室を許可されていない者が電子計算機室等に入室することを防止するための必要

な措置を講じること。 

⑶ 入室を許可された者が電子計算機室等に入室し、又は退室するときは、日時、氏名等

を入退室管理簿に記録すること。 

５ 乙は、甲から委託業務において利用するデータ等の引渡しを受けたときは、甲に受領書

を提出しなければならない。 

６ 乙は、個人情報を取り扱うに当たっては、個人情報を適正に管理させるために、個人情

報管理責任者を置かなければならない。 

７ 乙は、委託業務の履行のために入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用するに当たっ

ては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 乙が許可した者以外の者が入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用すること及び

これに記録されているデータを閲覧することがないよう必要な措置を講じること。 

⑵ 入力機器、電子計算機及び記録媒体に、情報漏えいにつながると考えられる業務に関

係のないアプリケーションをインストールしないこと。 

⑶ 個人の所有する入力機器、電子計算機及び記録媒体を使用しないこと。 

８ 乙は、乙の電子計算機室等からドキュメント、プログラム及びデータを持ち出してはな

らない。ただし、甲の承諾を得た場合は、この限りでない。 

９ 乙は、乙の電子計算機室等からプログラム、データ等を電子データで持ち出す場合は、

電子データの暗号化処理又はこれと同等以上の保護措置を施さなければならない。 

10 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの輸送、搬入出を自ら行わなければならな

い。ただし、甲の書面による同意を得た場合は、この限りでない。 

11 甲は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛

失、改ざん、盗難等による被害が生じた場合は、契約書第８条第１項第１号に該当すると

して契約を解除することができる。 



12 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの全部又は一部の漏えい、滅失、き損、紛

失、改ざん、盗難等があったときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復

し、損害（第三者に及ぼした損害を含む。以下同じ。）を賠償し、又は代品を納め、若し

くは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 
 

（データ等の廃棄） 

第 11 条 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解

除されたときは、甲の指示に従い、ドキュメント、プログラム及びデータを廃棄し、消去

し、又は甲に返還し、若しくは引き渡さなければならない。 

２ 乙は、前項の規定により、ドキュメント、プログラム及びデータの廃棄又は消去を行う

に当たっては、次に掲げる事項を遵守しなければならない。 

⑴ 復元又は判読が不可能な方法により廃棄又は消去を行うこと。 

⑵ 廃棄又は消去の際に、甲から立会いを求められたときはこれに応じること。 

⑶ 廃棄又は消去を行った後速やかに、廃棄又は消去を行った日時、担当者名及び処理内

容を記録した証明書等により甲に報告すること。なお、甲から当該証明書等の提出期限

の指定及び処理の証拠写真の提出を求められた場合には、これらに応じること。 

 

（監督） 

第 12 条 乙は、ドキュメント、プログラム及びデータの管理状況並びに委託業務の履行状

況について、甲の指示に従い、定期的に甲に報告しなければならない。 

２ 甲は、必要があると認める場合は、契約内容の遵守状況及び委託業務の履行状況につい

て、いつでも乙に対して報告を求め、乙の電子計算機室等に立ち入って検査し、又は必要

な指示等を行うことができるものとする。 

 

（事故の発生の通知） 

第 13 条 乙は、当該契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、

き損、紛失、改ざん、盗難等の事故が生じたときは、直ちに甲に通知し、その指示に従い、

遅滞なく書面で報告しなければならない。契約期間終了後又は契約解除後も、同様とする。 

２ 乙は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が生じた場合に備え、甲その他の関係者との連絡、証拠保全、被害

拡大の防止、復旧、再発防止の措置等を迅速かつ適切に実施するために、緊急時対応計画

を定めなければならない。 

３ 甲は、契約目的物、ドキュメント、プログラム、データ等の漏えい、滅失、き損、紛失、

改ざん、盗難等の事故が発生した場合は、必要に応じて当該事故に関する情報を公表する

ことができる。 

 

（支給品及び貸与品） 

第 14 条 支給品及び貸与品の品名、数量、引渡時期及び引渡場所は、個別仕様書に定める



ところによる。 

２ 乙は、前項に定めるところにより、支給品又は貸与品の引渡しを受けたときは、遅滞な

く甲に受領書又は借用書を提出しなければならない。 

３ 乙は、支給品及び貸与品を善良な管理者の注意をもって保管しなければならない。 

４ 乙は、委託業務が完了したとき、委託業務の内容が変更されたとき又は契約が解除され

たときは、個別仕様書に定めるところにより、不用となった支給品及び貸与品を、使用明

細書を添えて甲に返還しなければならない。 

５ 乙は、故意又は過失により、支給品又は貸与品の全部又は一部を滅失し、又はき損した

ときは、甲の指定するところにより、代品を納め、原状に復し、損害を賠償し、又は代品

を納め、若しくは原状に復するとともに損害を賠償しなければならない。 
 

（検査の立会い及び引渡し） 

第 15 条 甲は、契約書第４条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、乙を検

査に立ち会わせることができる。この場合において、乙が検査に立ち会わなかったときは、

乙は、検査の結果について異議を申し立てることができない。 

２ 甲は、契約書第４条第１項の検査に当たり、必要があると認めるときは、契約目的物を

電子計算機による試行、試験等により検査することができる。この場合において、当該検

査に直接要する費用は、乙の負担とする。 

３ 甲は、個別仕様書において検孔が指示されている業務において、検査の結果、契約書第

４条第１項の検査に係る試行、試験等のための納入データに０．５％以上の誤りがあると

きは、契約書第８条第１項第１号に該当するとして契約を解除することができる。 

４ 乙は、契約書第４条第１項の規定による検査に合格したときは、直ちに、納品書を添え

て、契約目的物を甲の指定する場所に納入するものとし、納入が完了したときをもって契

約目的物の引渡しが完了したものとする。 

 

（契約の解除） 

第 16 条 甲は、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反していると認めたときは、契

約書第８条第１項第１号に該当するとして契約を解除することができる。 

２ 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務において、納入データに０．５％以

上の誤りがあるときは、契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約を解

除することができる。 

３ 甲は、個別仕様書により検孔が指示されている業務のうち、契約目的物の引渡しを複数

回行うよう指示されている業務において、いずれかの回の納入データに０．５％以上の誤

りがあるときは、契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約を解除する

ことができる。 

４ 甲は、前３項の規定により契約を解除したときは、乙に損害賠償の請求を行うことがあ

る。 

５ 乙は、第１項から第３項までの規定により契約の解除があったときは、甲にその損失の



補償を求めることはできない。 

 

（損害賠償） 

第 17 条 乙の故意又は過失を問わず、乙が個別仕様書又は共通仕様書の内容に違反し、又

は怠ったことにより、甲に損害を与えた場合は、乙は、甲にその損害を賠償しなければな

らない。 

 

（契約不適合責任） 

第 18 条 甲は、引渡しを受けた契約目的物が種類、品質又は数量に関して契約の目的に適

合しないものであるとき（その引渡しを要しない場合にあっては、委託業務が終了した時

に当該業務の目的物が種類又は品質に関して契約の内容に適合しないとき）は、乙に対し

てその不適合（以下本条において「契約不適合」という。）の修正等の履行の追完（以下

本条において「追完」という。）を請求することができ、乙は、当該追完を行うものとす

る。ただし、甲に不相当な負担を課するものではないときは、乙は甲が請求した方法と異

なる方法による追完を行うことができる。 

２ 甲は、契約不適合により損害を被った場合、乙に対して損害賠償を請求することができ

る。 

３ 甲は、契約不適合について、追完の請求にもかかわらず相当期間内に追完がなされない

場合又は追完の見込みがない場合で、契約不適合により契約の目的を達することができ

ないときは、契約書第８条第１項第１号又は第２号に該当するとして契約の全部又は一

部を解除することができる。 

４ 乙が本条に定める責任その他の契約不適合責任を負うのは、第１５条第４項の規定に

よる引渡しを受けた日から２年以内に甲から契約不適合を通知された場合に限るものと

する。ただし、第１５条第４項の規定による引渡しを受けた時点において乙が契約不適合

を知り若しくは重過失により知らなかった場合、又は契約不適合が乙の故意若しくは重過

失に起因する場合にはこの限りでない。 

５ 第１項から第３項までの規定は、契約不適合が甲の提供した資料等又は甲の与えた指

示によって生じたときは適用しない。ただし、乙がその資料等又は指示が不適当であるこ

とを知りながら告げなかったときは、この限りでない。 

 

（作業実施場所における機器） 

第 19 条 委託業務の履行に必要となる機器、ソフトウェア及びネットワークについては、

乙が準備するものとする。ただし、甲がこれを貸与する場合は、この限りでない。 



 別紙　２

２０２６ 年　 感 染 症 発 生 動 向 調 査　（ 月 報 ）　日 程 表

１月 ２月 ３月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 1

5 6 7 8 12⑨ 10 11 2 3 4 5 1➅ 7 8 2 3 4 5 6 7 8

12 13 14 15 16 17 18 9 10 11 12 13 14 15 9 2⑩ 11 12 13 14 15

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 16 17 18 19 20 21 22

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 23 24 25 26 27 28 29

30 31

４月 ５月 ６月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 3 1 2 3 4 5 6 7

6 3⑦ 8 9 10 11 12 4 5 6 ４⑦ 8 9 10 8 ５➈ 10 11 12 13 14

13 14 15 16 17 18 19 11 12 13 14 15 16 17 15 16 17 18 19 20 21

20 21 22 23 24 25 26 18 19 20 21 22 23 24 22 23 24 25 26 27 28

27 28 29 30 25 26 27 28 29 30 31 29 30

７月 ８月 ９月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 5 1 2 1 2 3 ８④ 5 6

6 7 8 6➈ 10 11 12 3 4 5 6 7⑦ 8 9 7 8 9 10 11 12 13

13 14 15 16 17 18 19 10 11 12 13 14 15 16 14 15 16 17 18 19 20

20 21 22 23 24 25 26 17 18 19 20 21 22 23 21 22 23 24 25 26 27

27 28 29 30 31 24 25 26 27 28 29 30 28 29 30

31

１０月 １１月 １２月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 1 2 3 4 5 6

5 6 7 8 9➈ 10 11 2 3 4 5 6 7 8 7 8 9 11⑩ 11 12 13

12 13 14 15 16 17 18 9 10⑩ 11 12 13 14 15 14 15 16 17 18 19 20

19 20 21 22 23 24 25 16 17 18 19 20 21 22 21 22 23 24 25 26 27

26 27 28 29 30 31 23 24 25 26 27 28 29 28 29 30 31

30

　     　赤字 ： 休日    　  　○印（左上に月の記載あり） ： 感染症月報報告・還元日



 別紙　３

２０２６ 年　 感 染 症 発 生 動 向 調 査　（ 週  報 ）　日 程 表

１月 ２月 ３月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 1

5 52➅ 7 　1⑧ 9 10 11 2 3 5④ 5 6 7 8 2 3 9④ 5 6 7 8

12 13 ２⑭ 15 16 17 18 9 10 11 6⑫ 13 14 15 9 10 10⑪ 12 13 14 15

19 20 3㉑ 22 23 24 25 16 17 7⑱ 19 20 21 22 16 17 11⑱ 19 20 21 22

26 27 ４㉘ 29 30 31 23 24 8㉕ 26 27 28 23 24 12㉕ 26 27 28 29

30 31

４月 ５月 ６月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

13① 2 3 4 5 1 2 3 1 2 22③ 4 5 6 7

6 7 　14⑧ 9 10 11 12 4 5 6 7 　18⑧ 9 10 8 9 23⑩ 11 12 13 14

13 14 15⑮ 16 17 18 19 11 12 19⑬ 14 15 16 17 15 16 24⑰ 18 19 20 21

20 21 16㉒ 23 24 25 26 18 19 20⑳ 21 22 23 24 22 23 25㉔ 25 26 27 28

27 28 29 17㉚ 25 26 21㉗ 28 29 30 31 29 30

７月 ８月 ９月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

26① 2 3 4 5 1 2 1 35② 3 4 5 6

6 7 　27⑧ 9 10 11 12 3 4 31⑤ 6 7 8 9 7 8 36➈ 10 11 12 13

13 14 28⑮ 16 17 18 19 10 11 32⑫ 13 14 15 16 14 15 37⑯ 17 18 19 20

20 21 29㉒ 23 24 25 26 17 18 33⑲ 20 21 22 23 21 22 23 24 38㉕ 26 27

27 28 30㉙ 30 31 24 25 34㉖ 27 28 29 30 28 29 39㉚

31

１０月 １１月 １２月

月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日 月  火 水 木 金 土 日

1 2 3 4 1 1 48② 3 4 5 6

5 6 40⑦ 8 9 10 11 2 3 44④ 5 6 7 8 7 8 49➈ 10 11 12 13

12 13 41⑭ 15 16 17 18 9 10 45⑪ 12 13 14 15 14 15 50⑯ 17 18 19 20

19 20 42㉑ 22 23 24 25 16 17 46⑱ 19 20 21 22 21 22 51㉓ 24 25 26 27

26 27 43㉘ 29 30 31 23 24 47㉕ 26 27 28 29 28 29 30 31

30

 　   　赤字 ： 休日    　    　○印（左上に週の記載あり） ： 感染症週報の報告・還元日


